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 和歌山地方裁判所庁舎等の一部において，有償による使用許可を受け，乾式複写機を設

置する方を募集します。応募しようとする方は，下記の要領により企画提案書を提出して

ください。 
記 

１ 件名 
  和歌山地方裁判所庁舎等における使用許可（乾式複写機の設置）の相手方の選定 
２ 募集の趣旨 
  事件記録等の謄写の用に供するために，和歌山地方裁判所庁舎等の一部について，乾

式複写機を設置させる前提で使用許可（有償）をするに当たって，使用許可を受けよう

とする者（法人であると個人であるとを問わない。）を広く募集し，提出された企画提

案書の優劣により使用許可をする相手方を選定することを目的とするものである。 
３ 使用許可をする場所   
 (1) 和歌山県和歌山市二番丁１ 和歌山地方・家庭・簡易裁判所庁舎 
   ア ３階刑事書記官室 
   イ ４階記録閲覧謄写室 
   ウ ４階物件明細閲覧室 
(2) 和歌山県田辺市新屋敷町５番 和歌山地方・家庭裁判所田辺支部田辺簡易裁判所庁

舎 ２階閲覧謄写室 
  (3) 和歌山県御坊市湯川町財部５１５－２ 和歌山地方・家庭裁判所御坊支部御坊簡易

裁判所庁舎 １階玄関ロビー 
 (4) 和歌山県新宮市千穂３丁目７－１３ 和歌山地方・家庭裁判所新宮支部新宮簡易裁

判所庁舎 １階事務室 
４ 参加資格 

 (1) 法人等（個人，法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者，法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者，団体である場合は代表者，理事

等，その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が，暴力団（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同法第２条第６号に規定する

暴力団員又は第３２条第１項第２号ないし第４号に規定する者及び団体をいう。以下

同じ。）ではないこと。 

 (2) 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害

を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。 

 (3) 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供給するな



ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与している者で

はないこと。 

 (4) 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

している者ではないこと。 

 (5) 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者では

ないこと。 

 (6) 暴力団又は暴力団員及び(2)から(5)までに定める者の依頼を受けて公募に参加し

ようとする者でないこと。 
５ 使用許可の条件内容 
  使用許可を受けた者は，使用許可を受けた場所において，自らが提出した企画提案書

の内容に従い，乾式複写機を設置する。 
６ 企画提案書の作成及び提出に係る事項 
 (1) 企画提案募集要領の交付 

ア 交付期間 
平成３０年１月１０日（水）午前８時３０分から同月１６日（火）午後４時３０

分まで（土曜日，日曜日，祝日並びに平日の午後零時から午後１時及び午後５時か

ら翌朝８時３０分を除く。）。 
イ 交付場所 

和歌山県和歌山市二番丁１ 

和歌山地方裁判所６階 事務局会計課管理係（郵送又は電送による交付申込み 

は受け付けない。） 
電話０７３（４２８）９８９２又は９８９４ 

(2) 企画提案書の提出方法等 
ア 提出期間 

     平成３０年１月２４日（水）午前８時３０分から同月３０日（火）午後４時３０

分まで（土曜日，日曜日，祝日並びに平日の午後零時から午後１時及び午後５時か

ら翌朝８時３０分を除く。）。 
イ  提出場所及び方法 
  (1)のイの場所に持参する方法により提出する（郵送又は電送による提出は受け付けな

い。）。 
ウ 提出部数 正本１部 副本６部 

７ 使用許可をする相手方を選定するための手順 
 (1) 提出した企画提案書が次の一つに該当する応募者は欠格とする。 
  ア 提出方法等が前記６(2)に適合しないとき。 
  イ 企画提案募集要領に指定する作成様式又は記載事項の留意事項に適合しないとき。 
  ウ 虚偽の内容が記載されているとき。 
 (2) 欠格とされなかった応募者から提出された企画提案書について評価し，最も評価が

高い企画提案書を提出した応募者を使用許可の相手方として選定する。 
８ その他 
 詳細については企画提案募集要領による。 


